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地域創生本部 教員公募要項 

 

 

１．募集職種・人員   准教授または助教  １名 

 

２．任     期   ３年（更新の可能性あり） 

 

３．所     属   地域創生本部             

 

４．専 門 分 野    食分野のうち，主に食料経済学，農業経済学，食品科学などのいずれかの分野 

 

５．担 当 業 務   (1) 地域の課題解決の支援に関すること 

              ・食分野を中心として地域課題の解決及びイノベーション創出に向けた取組のマネ

ジメント 

(2) 青森県全域で取り組む人材育成・学生の地元定着の取組に関すること 

              ・学生の人材育成・地元定着事業における取組の企画･立案及び活動の統括 

(3) 地域創生本部の運営に関すること 

              ・地域連携コーディネーターの指導・育成 

              ・自治体等研修生に対する研修の教育プログラムの企画・立案及び活動の統括 等 

(4) 地域活性化施策の企画・立案及び総合調整に関すること 

              ・地域活性化のために必要な個別施策の企画・立案，学内関係部局及び学外機関と

の総合調整 等 

(5) 学内外の地域創生に関する総合窓口に関すること 

              ・学内外からの相談対応及び学内関係部局や学外機関との調整 等 

(6) 地域創生に関する情報収集及び発信に関すること 

              ・政府等の動向に関する情報収集や対外的な情報発信等 等 

(7) その他本部の運営に必要な業務 

 

６．採用予定時期   2021（令和3年）年 7月 1日（以降のできるだけ早い時期） 

 

７．待     遇  (1) 給与については，国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程が適用になります。 

(2) 労働条件については，弘前大学の定める規程等によります。 

 

８．応 募 資 格  (1) 修士以上の学位を有する者，またはそれと同等の能力を有すると認められる者 

(2) 食分野における地域課題の解決及びイノベーション創出に向けた取組をマネジメン

トするにあたって，当該分野において優れた知識を有する者 

(3) 地域社会における実践的な取組や活動等の経験を有する者 

(4) 組織的な業務遂行に必要性な協調性があり，調整能力が高い者 

(5) 大学における地域連携の業務に意欲がある者 

 



 
 

９．応 募 書 類  (1) 履歴書（本学所定の様式） 

写真貼付，高等学校卒業以後の学歴・職歴・研究歴等を明記のこと 

(2) 職務経歴書（様式自由） 

(3) 採用にあたっての抱負書（様式自由） 

  ※上記の「５．担当業務」に関するこれまでの経験・実績，及びそれらを踏まえた

抱負について，2000文字程度で記したもの 

 

10．応 募 期 限   2021（令和3年）年 5月 7日（金） （当日必着） 

 

11．選 考 方 法   最終選考に残った場合は，面接を行います。 

面接は対面で行うことを予定していますが，状況により Web面接を行うこともありま

す。また，面接時の交通費負担は応募者の負担とします，ただし，交通費の支援につ

いては「その他(1)」をご参照ください。 

 

12．書 類 提 出 先   〒036-8560 青森県弘前市文京町１ 

弘前大学社会連携部社会連携課長 宛 

             ※封筒に「教員応募書類（地域創生本部）在中」と朱書きし，簡易書留，レターパ

ック，EMS，その他法令で認められる送付方法により，送付記録の残る方法で送

付してください。 

 

13．問い合わせ先   弘前大学社会連携部社会連携課 課長補佐 花田 

             Tel 0172-39-3702  E-mail jm3702@hirosaki-u.ac.jp 

 

14．そ の 他   (1) 弘前大学は男女共同参画を推進しています。業績及び資格等に関わる評価が同等

と認められる場合には女性を優先的に採用します。面接時の交通費支援を含む支援

策については，男女共同参画推進室ホームページをご覧ください。 

（ホームページのURL http://www.equ.hirosaki-u.ac.jp/equality/） 

(2) 弘前大学では，女性の方の積極的な応募を歓迎いたします。 

(3) 必要に応じて他の教育研究組織の教育や業務，あるいは教員養成部門における教

育を担当していただく場合があり，担当の授業科目が教職課程認定科目に相当する

場合は，教員養成部門に所属することになります。 

(4) 応募書類により取得する個人情報は，本公募による准教授または助教候補者の選

考及び採用時の人事，給与，福祉関係等必要な手続きにのみ利用するものであり，

この目的以外で利用又は提供することはありません。 

 


